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平成３１年労第１８１号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）が平成３０年４月９日付けで再

審査請求人（以下「請求人」という。）に対してした労働者災害補償保険法による

療養補償給付を支給しない旨の処分を取り消すことを求める。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成２１年９月１日、Ａ所在の法人Ｂ（以下「法人」という。）に

雇用され、事務補助職員として業務に従事していた。 

２ 請求人は、平成２９年５月２日、Ｃ医療機関を受診したところ、「抑うつ状態」

と診断され、同年６月２０日、Ｄ医療機関に転医し、同クリニックにおいて、「う

つ病、心的外傷後ストレス障害」と診断された。 

請求人によると、極度の長時間労働に加え、複数の上司からパワーハラスメン

ト（以下「パワハラ」という。）及びセクシュアルハラスメント（以下「セクハ

ラ」という。）を受けた恐怖感及び不安感により、頭痛、吐き気、めまい、睡眠

障害などの症状が出現したという。 

３ 本件は、請求人が、請求人に発病した精神障害は業務上の事由によるものであ

るとして療養補償給付の請求をしたところ、監督署長はこれを支給しない旨の処

分（以下「本件処分」という。）をしたことから、本件処分を不服として同処分

の取消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査

請求をしたところ、審査官が平成３１年２月２８日付けでこれを棄却する旨の決

定をしたことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

 （略） 

２ 原処分庁 
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 （略） 

第４ 争  点 

請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認められるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

 １ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人の精神障害の発病時期と疾病名について 

ア 当事者の主張する発病時期と疾病名 

監督署長及び審査官（以下「審査官等」という。）は、労働局地方労災医

員協議会精神障害専門部会（以下「専門部会」という。）の意見書を基礎と

して、請求人は、平成２９年５月に、ＩＣＤ－１０診断ガイドラインの「Ｆ

３ 気分障害」又は「Ｆ３１ 双極性障害」（以下「本件疾病」という。）

を発病したと判断している。 

一方、請求人は、請求人の発病日は平成２８年１０月１５日であり、疾病

名は、双極性障害ではなく、うつ病及びＰＴＳＤであると主張し、請求人の

主治医であるＥ医師は、平成３０年７月１８日付け主治医意見書及び令和元

年１０月７日付け主治医意見書において、「平成２８年１０月１５日以前に

うつ病及びＰＴＳＤを発病したと考えるのが妥当である。」旨の意見を述べ

ている。 

そこで、以下検討する。 

イ 発病時期の検討 

請求人に発病した精神障害の発病時期についてみると、決定書理由に説示

するとおり、審査官等の前記アの判断の基礎となった、専門部会による請求

人の発病時期は平成２９年５月頃であるとの判断は、法人関係者の、「平成

２８年１１月以降の請求人は、状況に応じて自分の体調に関する発言を使い

分けており、身体的な変調やお休みはなく、自分から部署内のいろいろな人

に、もっと仕事がしたい、といった営業をしており、自分のやりたい仕事を

しているときには生き生きしているように見えた。」、「平成２８年１０月
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から１１月頃は、請求人にとって都合の悪いときに感情的になって泣いてい

るのを見かけたが、それ以外のときは落ち込んでいる様子は見受けられなか

った。」、「平成２９年の夏頃から体調が悪そうであった。」等の申述等と

も整合するものであり、高い客観性を認めることができる。一方で、請求人

の主張の基礎となったＥ医師の上記意見書は、請求人が同医師に申し立てた

ことを根拠に判断が行われており、客観性が高いとはいえない。 

この点、主治医であるＥ医師は、前記アの主治医意見書において、「心療

内科や精神科の受診については、一般の身体の病気での受診よりもハードル

が高いと感じる人が多く、うつ病、ＰＴＳＤの発病から数か月後に受診とな

るケースが非常に多い。」旨の意見を述べているが、請求人は、平成２３年

頃に精神障害を発病し、同医師を受診していることから、請求人にとって、

心療内科や精神科の受診のハードルが高かったとは考えにくく、Ｅ医師の意

見を採用することはできない。 

   ウ 疾病名の検討 

請求人に発病した精神障害の疾病名についてみると、審査官等の前記アの

判断の基礎となった専門部会の判断は、請求人の申述等に加え、前記イにみ

たような法人関係者の申述等を基礎として行われており、これらの申述によ

れば、請求人は、活動性の増大と減少を繰り返していることがうかがわれる

が、こうした請求人の症状の経過は、本件疾病の病態とも整合するものであ

る。 

この点、主治医であるＥ医師は、前記アの意見書において、「激高、多弁

などは請求人の元の性格からは考えにくく、請求人に虚言癖はない。」旨の

意見を述べ、請求人に発病した精神障害は本件疾病ではないことの根拠とし

ているが、激高、多弁、虚言癖は、本件疾病と判断されるための必須の要件

ではなく、また、同意見書は、請求人が申し立てたことを根拠に判断が行わ

れており、請求人の法人での全ての言動が把握された上でのものではないこ

とも併せ考えれば、Ｅ医師の意見を採用することはできない。 

 エ 発病時期と疾病名の判断 

以上を総合すると、請求人の主張及び主治医であるＥ医師の意見は採用す

ることができず、決定書理由に説示するとおり、請求人は、平成２９年５月

に本件疾病を発病したものと判断する。 
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（２）精神障害の業務起因性の判断基準は、決定書理由に記載の「心理的負荷によ

る精神障害の認定基準について」（平成２３年１２月２６日付け基発１２２６

第１号。以下「認定基準」という。）のとおりである。 

（３）請求人は、業務による心理的負荷を生じた出来事として、次のとおり主張す

るので、以下検討する。 

  ア 極度の長時間労働について 

  請求人は、「平成２８年１１月中旬以降は法人から時間外労働を行わない

ようにと言われ、それ以降はだいたい午後６時か午後６時３０分頃に法人を

出た。」旨を述べていること、所定の始業時刻が午前９時３０分であり、請

求人は同始業時刻にしばしば遅刻してきていたことを併せ考えれば、請求人

が、発病前おおむね６か月間（以下「評価期間」という。）において、極度

の長時間労働を行っていたとは認められず、請求人の長時間労働の主張は、

出来事として評価することはできない。 

イ パワハラについて 

請求人が提出した請求人とＦらとの面談等の録音の反訳によれば、請求人

が、Ｆら上司から、評価期間において、複数回にわたり、業務に関する指導

を受けていることが認められる。これらの反訳によれば、Ｆは、請求人に対

し、「俺をDisappoint（落胆）させて、Irritate（イライラ）させて」、「幼

稚園児みたいなことを言って」、「イライラするわ。毎回毎回、同じことを

繰り返しているから、ほんまに時間の無駄やって思わせ続けてるよ。」、「甘

い。未熟、幼稚」などと述べたりするなど、不適切な言葉を用いており、ま

た、請求人にはコミュニケーション能力が根本的に不足しているとの趣旨の、

請求人にとっては厳しい指摘も行っていることが認められる。しかしながら、

一件記録上、Ｆらが請求人に対して意図的に嫌がらせ・いじめをしたとは認

められず、請求人とＦらのやり取りは、Ｆらが、法人として、請求人に改善

してほしい事項を述べたところ、請求人において理解・納得しないというプ

ロセスが延々と繰り返されているものであり、業務指導の範囲内であったと

認めるのが相当である。このほか、一件記録を精査しても、評価期間におい

て請求人がＦら上司からパワハラを受けたことを裏付けるに足りる客観的な

資料はない。そうすると、請求人の主張する同出来事を、認定基準別表１「業

務による心理的負荷評価表」の具体的出来事「上司とのトラブルがあった」
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（平均的な心理的負荷の強度「Ⅱ」）に当てはめるのが相当であり、請求人

は、上司から、業務指導の範囲内である強い指導・叱責を受けたと認められ

ることから、同出来事の心理的負荷の総合評価は「中」であると判断する。 

ウ セクハラについて 

   請求人がＧら上司からセクハラを受けた証拠として提出したＧらとの会

話の録音の反訳によれば、請求人は、平成２７年６月３日に、Ｇからホテル

に連れ込まれてわいせつな行為を受けたり、同年８月頃、同人にキャリア相

談をしたところ、同人から男女関係について聞かれたりするなど、同人から

セクハラを受けていることがうかがわれるものの、一件記録を精査しても、

評価期間において、同出来事が継続して行われていることや、これ以外に、

請求人がＧら上司からセクハラを受けたことを裏付けるに足りる客観的な

資料はなく、請求人の主張について出来事として評価することはできない。 

（４）以上、検討したところによれば、請求人が主張する業務による心理的負荷を

もたらす出来事は、その総合評価が「中」となる出来事が１つであるから、請

求人に生じた出来事の心理的負荷の全体評価は「中」というべきであり、請求

人に発病した本件疾病は業務上の事由によるものということはできない。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 

令和２年３月１６日 

 


